
（裏面あり） 

海老名市景観審議会 会議結果 

審 議 会 等 名 令和７年度第１回海老名市景観審議会 

開 催 日 時 令和７年 12 月 25 日（木）10:00～11：15 

場 所 海老名市役所６階 議員全員協議会室 

出 席 者 

出席委員 

◎ 会 長 

◯副会長 

◎遠藤 新 ◯森田 芳朗 三河 樹 渡邉 冨二夫 

 西山 勝敏 國枝 孝義 渡部 理子  

７名中７名出席 

事 務 局 

 

理事兼まちづくり部長 

理事（都市・建設担当） 

まちづくり部次長（都市担当） 

都市計画課長 

都市計画課都市政策係長 

都市計画課主任主事 

都市計画課主事 

 

松本 潤朗 

谷澤 康徳 

高橋 学 

本多 浩 

諸星 智章 

槙野 航平 

渡邉 靖広 

そ の 他 

関 係 者 

・鈴与建設株式会社一級建築士事務所 

・山田八兵衛設計事務所 

 

傍 聴 人 数 ０名 

公 開 の 可 否 ■公開 □一部非公開 □非公開 

議 事 

１ 海老名市景観計画区域内における行為の届出にかかる景観形成基準へ

の適合について（諮問） 

（１）株式会社タカラグループによる建築物の新築及び開発行為（倉庫業

を営む倉庫） 

 

 



 

議 事 結 果 

１ 海老名市景観計画区域内における行為の届出にかかる景観形成基準への適合

について（諮問） 

 

（１）株式会社タカラグループによる建築物の新築及び開発行為 

結論：令和７年 12 月 25 日付け海都計発第 31 号で諮問のありました標記の件

について、海老名市景観推進計画に基づく景観形成基準への適合を認め

ます。         

なお、以下の項目を意見として申し添えます。 

①植樹計画については、周辺環境に対して配慮するとともに、将来に渡っ

て良好な緑地環境が維持できるよう配置し、併せて、維持管理計画を策

定すること 

②設備機器については、周辺からの見え方に配慮し、目隠しフェンスなど

による修景を施すこと 

③建物外壁等の色彩計画については、壁面色の反射が及ぼす影響を考慮

し、周辺に配慮した計画とすること 

以上 

 


